
◎
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律

（
平
成
二
一
年
六
月
二
六
日
法
律
第
六
一
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
五
月
八
日
・
衆
議
院
財
務
金
融
委
員

会

）

○
与
謝
野
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
租
税
特
別
措
置
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
の
理
由
及
び
そ
の
内

容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

政
府
は
、
最
近
の
社
会
経
済
情
勢
を
踏
ま
え
、
需
要
不
足
に
対
処
す
る

観
点
か
ら
、
高
齢
者
の
資
産
を
活
用
し
た
住
宅
取
得
等
の
支
援
、
中
小
企

業
の
活
動
の
支
援
及
び
民
間
の
研
究
開
発
投
資
の
確
保
の
た
め
所
要
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
本
法
律
案
を
提
出
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
下
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
生
前
贈
与
の
促
進
に
よ
り
高
齢
者
の
資
産
を
活
用
し
た
需
要

の
創
出
を
図
る
た
め
、
平
成
二
十
二
年
末
ま
で
の
時
限
措
置
と
し
て
、
直

系
尊
属
か
ら
居
住
用
家
屋
の
住
宅
取
得
等
に
充
て
る
た
め
に
金
銭
の
贈
与

を
受
け
た
場
合
に
は
、
五
百
万
円
ま
で
贈
与
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。

第
二
に
、
い
わ
ゆ
る
交
際
費
課
税
に
つ
い
て
、
資
本
金
一
億
円
以
下
の

法
人
に
係
る
定
額
控
除
限
度
額
を
四
百
万
円
か
ら
六
百
万
円
に
引
き
上
げ

る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
試
験
研
究
費
の
総
額
に
係
る
税
額
控
除
制
度
等
に
つ
い
て
、

平
成
二
十
一
年
度
及
び
平
成
二
十
二
年
度
に
お
い
て
税
額
控
除
が
で
き
る

限
度
額
を
時
限
的
に
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
平
成
二
十
一
年
度
ま
た
は

平
成
二
十
二
年
度
に
生
じ
る
税
額
控
除
限
度
超
過
額
に
つ
い
て
、
平
成
二

十
三
年
度
及
び
平
成
二
十
四
年
度
に
お
い
て
税
額
控
除
の
対
象
と
す
る
こ

と
を
可
能
と
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
改
正
は
、
四
月
十
日
に
決
定
さ
れ
た
経
済
危
機
対
策
に
盛
り

込
ま
れ
た
事
項
の
う
ち
、
税
制
上
の
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

り
ま
す
。

以
上
が
、
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
提
案
の
理

由
及
び
そ
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
財
務
金
融
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
五
月
一
三
日
）

○
田
中
和
�
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
租
税
特
別
措
置
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
財
務
金
融
委
員
会
に
お
け
る
審

査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
最
近
の
社
会
経
済
情
勢
を
踏
ま
え
、
需
要
不
足
に
対
処
す
る

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
二
七



観
点
か
ら
、
住
宅
取
得
等
の
た
め
に
贈
与
を
受
け
た
場
合
に
は
、
時
限
的

に
五
百
万
円
ま
で
贈
与
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
中
小
企

業
の
交
際
費
課
税
の
軽
減
を
行
う
ほ
か
、
研
究
開
発
税
制
の
拡
充
を
行
う

も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
五
月
七
日
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
八
日
与
謝
野
財
務

大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
質
疑
に
入
り
、
昨
日
質
疑

を
終
局
い
た
し
ま
し
た
。
本
日
討
論
を
行
い
、
採
決
い
た
し
ま
し
た
と
こ

ろ
、
本
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決

し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
財
政
金
融
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
六
月
一
九
日
）

○
円
よ
り
子
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。本

法
律
案
は
、
最
近
の
社
会
経
済
情
勢
を
踏
ま
え
、
需
要
不
足
に
対
処

す
る
観
点
か
ら
、
平
成
二
十
一
年
及
び
平
成
二
十
二
年
に
お
い
て
直
系
尊

属
か
ら
住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
の
非
課
税
制

度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
平
成
二
十
一
年
度
及
び
平
成
二
十
二
年
度
に

お
い
て
試
験
研
究
を
行
っ
た
場
合
の
法
人
税
額
の
特
別
控
除
の
特
例
を
設

け
、
併
せ
て
交
際
費
等
の
損
金
不
算
入
制
度
に
係
る
定
額
控
除
限
度
額
の

引
上
げ
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
交
際
費
課
税
の
法
的
根
拠
と
経
済
効
果
、

研
究
開
発
税
制
の
有
効
性
を
検
証
し
て
い
く
必
要
性
、
住
宅
取
得
に
係
る

贈
与
税
非
課
税
制
度
の
目
的
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ

の
詳
細
は
会
議
録
に
譲
り
ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
民
主
党
・
新
緑
風
会

・
国
民
新
・
日
本
を
代
表
し
て
川
上
義
博
委
員
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し

て
大
門
実
紀
史
委
員
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ

ま
し
た
。

討
論
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
賛
成
少
数
に
よ
り
否
決

す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

（
注
）
衆
議
院
は
、
平
成
二
一
年
六
月
一
九
日
、
憲
法
第
五
九
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
再
可
決
し
た
。

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

二
二
八


